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申
請
期
限
は
、
３
月
29
日
㈮
ま
で

で
す
。
補
助
金
の
残
り
件
数
は
、

約
37
件
（
３
月
11
日
現
在
）
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　
電
力
事
業
者
と
の
受
給
契
約
成

立
後
は
、
速
や
か
に
申
請
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

⃝
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

本
庁
舎
企
業
立
地
室　
内
２
２
１

９　
　
平
成
24
年
度
に
、
学
生
納
付
特

例
制
度
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い
て
、
4

月
以
降
も
引
き
続
き
在
学
予
定
の

方
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
は
が

き
形
式
の
「
国
民
年
金
保
険
料
学

生
納
付
特
例
申
請
書
」
が
届
き
ま

す
。
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
返
送
す
る
と
、
平
成
25
年
度

の
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
在
学
す
る
学
校
や
修
学

期
間
に
変
更
が
あ
る
方
、
卒
業
後

も
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納

付
猶
予
を
希
望
す
る
方
は
、
別
途

申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

問
本
庁
舎
国
保
年
金
課　
内
２
１

７
４

　
受
講
料
を
添
え
て
中
央
体
育
館

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
（
電
話

で
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
）。

⃝
日
時
　
４
月
24
日
、
５
月
８
日

・
15
日
・
22
日
・
29
日　
毎
週
水

曜
日　
計
５
回
／
午
後
６
時
30
分

～
８
時

⃝
会
場
　
サ
ン
フ
レ
ッ
シ
ュ
白
河

（
久
田
野
）

⃝
対
象
　
一
般
女
性
20
人

⃝
参
加
料
　
２
、
２
０
０
円

⃝
申
込
期
間　
４
月
10
日
㈬
～
16

日
㈫　
※
先
着
順

問
本
庁
舎
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課

内
２
３
８
６

　
メ
ジ
ロ
や
ホ
オ
ジ
ロ
な
ど
野
鳥

の
捕
獲
や
飼
育
は
、
法
律
に
よ
り

原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
え
さ
を
与
え
る
こ
と
は

生
態
系
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

問
県
南
地
方
振
興
局
☎
㉓
１
５
４

８

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
、

高
齢
受
給
者
証
に
よ
り
自
己
負
担

割
合
が
１
割
と
な
っ
て
い
る
方
は
、

４
月
以
降
も
１
割
負
担
が
継
続
さ

れ
ま
す
。

　
な
お
、
新
し
い
受
給
者
証
は
３

月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

問
本
庁
舎
国
保
年
金
課　
内
２
１

７
３

　
東
日
本
大
震
災
で
住
宅
が
半
壊

以
上
の
被
害
を
受
け
た
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
に
対
す
る
一
部

負
担
金
の
免
除
期
間
は
、
３
月
31

日
㈰
で
終
了
し
ま
す
。

　
４
月
以
降
は
、
請
求
に
応
じ
た

自
己
負
担
額
を
医
療
機
関
等
で
お

支
払
い
く
だ
さ
い
。

問
本
庁
舎
国
保
年
金
課　
内
２
１

７
３

　
今
年
度
の
「
住
宅
用
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ
ム
設
置
費
補
助
金
」
の

3

《①評価額の縦覧》
　平成25年度の土地価格等縦覧帳簿（注１）および家屋価
格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
　これにより、納税者が他の土地や家屋との比較を通じて
自己の土地や家屋の評価が適正かどうか判断できるように
なります。固定資産税が非課税となる土地や家屋の所有者
は、縦覧の対象とはなりません。また、土地のみ課税され
ている方は、土地のみの縦覧になります（家屋のみも同様）。
⃝縦覧期間
４月１日㈪～ 30日㈫／午前８時30分～午後５時　※平日のみ

⃝縦覧できる方　
　市内に所在する土地・家屋の固定資産税の納税者
⃝縦覧手数料　無料
《②税額等の閲覧》
　平成25年度の固定資産課税台帳（注２）の閲覧を行います。
⃝閲覧期間　
　４月１日㈪～平成26年３月31日㈪／午前８時30分～午後
　５時　※平日のみ
⃝閲覧できる方　
　固定資産税の納税義務者や借地借家人など
⃝閲覧手数料
　１件300円（一納税義務者の閲覧が１件となります）
　※縦覧期間中に納税者が閲覧する場合は無料です。
《①②共通》

⃝縦覧・閲覧場所
　本庁舎課税課（本庁舎１階）／各庁舎総務課
⃝手続きに必要な書類など
　◇納税通知書、運転免許証、健康保険証など　　　　　
　◇代理人は委任状
　◇法人などで代表者が申請する場合は代表者の印鑑、代
　　表者以外の方が申請する場合は委任状
　◇借地借家人は契約書の原本
　◇年途中で取得した所有者および訴訟当事者は、関係書
　　類の原本　
《③平成25年度固定資産税納税通知書》
　４月10日㈬に送付しますので、課税資産明細書の内容を
ご確認ください。　　  　　　　　　　　　　　　　　
⃝注１＝縦覧帳簿　　
課税台帳に記載されている内容のうち、土地については所
在・番地・地目・地積・価格が、家屋については所在・種
類・構造・床面積・価格が記載されています。
⃝注２＝固定資産課税台帳
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準
に基づいて行われ、市長がその評価を決定し、この価格
をもとに課税標準額を算出します。決定された価格や課
税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。　
問本庁舎課税課　内2130・2131・2132 ／各庁舎総務課
　表郷☎㉜2112　大信☎㊻2111　東☎㉞2112　

平成25年度固定資産税縦覧等

住
宅
用
太
陽
光
発
電
補
助
金

国
民
年
金
保
険
料
の

学
生
納
付
特
例
申
請

国
保
医
療
費
一
部
負
担

金
免
除
期
間
の
終
了

国
保
高
齢
受
給
者
１
割

負
担
の
継
続

野
鳥
の
捕
獲
・
飼
育

禁
止
の
お
願
い

働
く
女
性
の
た
め
の

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
教
室


